
平
成
十
八
年
十
月
二
十
日
受
領

答

弁

第

六

六

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
六
六
号

平
成
十
八
年
十
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
米
海
軍
原
子
力
空
母
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
米
海
軍
原
子
力
空
母
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

海
上
を
航
行
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
合
衆
国
」
と
い
う
。
）
軍
隊
の
原
子
力
推
進
型
の
空
母
（
以
下
「
米
原
子

力
空
母
」と
い
う
。）
に
、
御
指
摘
の
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
の
評
価
基
準
に
つ
い
て（
内
規
）」

（
平
成
十
四
年
七
月
三
十
日
、
平
成
��
・
��
・
��
原
院
第
�
号
）
の
別
添
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確

率
に
対
す
る
評
価
基
準
」（
以
下
「
評
価
基
準
」
と
い
う
。）
を
用
い
、
米
原
子
力
空
母
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
を
計
算
す
る

こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
米
原
子
力
空
母
に
対
し
て
評
価
基
準
を
用
い
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
こ
と
か
ら
、

お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
運
輸
省
航
空
局
長
通
達
「
原
子
力
関
係
施
設
上
空
の
飛
行
規
制
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
四
年
七
月
五
日
付
け

空
航
第
二
百
六
十
三
号
）
に
い
う
「
原
子
力
関
係
施
設
」
又
は
国
土
交
通
省
航
空
局
長
通
達
「
原
子
力
施
設
上
空
の
飛
行
規

一



制
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年
十
月
十
六
日
付
け
国
空
航
第
八
百
八
十
四
号
）
に
い
う
「
原
子
力
施
設
」
若
し
く
は
「
原
子

力
関
係
施
設
」
に
つ
い
て
は
、
同
通
達
及
び
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
九
十
九
条
に
基
づ
い
て

国
が
発
行
す
る
航
空
情
報
の
一
つ
で
あ
る
航
空
路
誌
に
お
い
て
施
設
名
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
米
原
子
力
空
母
及
び
合
衆
国

軍
隊
の
原
子
力
推
進
型
の
潜
水
艦
（
以
下
「
米
原
子
力
艦
船
」
と
い
う
。
）
は
該
当
し
な
い
。

四
に
つ
い
て

米
原
子
力
艦
船
の
上
空
の
飛
行
に
つ
い
て
の
制
限
の
根
拠
と
な
る
法
令
は
な
い
が
、
地
上
又
は
水
上
の
人
又
は
物
件
の
安

全
及
び
航
空
機
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
航
空
法
第
八
十
一
条
は
、
一
定
高
度
以
下
の
高
度
で
の
飛
行
を

原
則
禁
止
し
て
い
る
。

二


